
 

第３回守谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会 

会議次第 

 

 

日 時：令和８年２月５日（木） 

午後６時００分から 

場 所：守谷市役所 ミーティングルーム 

 

 

１ 開  会 

 

２ 協議事項 

 

   令和７年度通学区域審議会への報告内容について 

 

３ その他 

 

４ 閉  会 

 



守谷市通学区域審議会（R5～6年度）

二次答申(R6.3.7)

・就学校変更基準の継続運用①
・特定地域選択制度の導入①
・通学区域変更の継続協議①

一次答申(R5.8.28)

・就学校変更基準の見直し①
・一部通学区域の変更①

三次答申(R7.3.21)

・適正配置基本方針の決定②
・児童生徒推計の継続②
・特定地域選択制度の適切な推進①
・部会設置による適正化方策の検討① 等

諮問(R5.5.29)

・過大規模校となっている黒内小学校の対応①
・小学校及び中学校の適正配置②

守谷市の小・中学校通学区域の適正化を期するため、守谷市
教育委員会の重点施策や専門的事項に関して諮問された（意
見を求められた）内容に対し、専門的・中立的な立場で調
査・審議し、その結果を答申（意見）する。

黒内小学校通学区域の変更については、通学路
の安全性や通学時間、地域性などを十分に考慮
しながら、引き続き適正規模を目指して地域と
協議する

黒内小学校が依然、本答申において定めた、適
正配置を検討するべき基準であることを重く受
け止め、本審議会のもとに設置される部会を早
急に立ち上げ、これまでの答申に基づいた適正
化方策を検討・実施していくこと

設置

守谷市立黒内小学校
通学区域地域検討部会

黒内小学校を適正規模に近づけるための方策について、
地域における課題等を踏まえた協議を行い、その結果
を守谷市教育委員会及び守谷市通学区域審議会に報告
する。

守谷市教育委員会

黒内小学校の通学区域の変更に関すること
・通学区域変更の継続協議
黒内小学校の適正化方策に関すること
・学校選択制度の追加導入の検討
・既存の適正化方策の評価・検討
・就学校変更基準の要件変更 等

黒内小学校の通学路の安全確保に関すること
その他守谷市教育委員会が必要と認めること

協議内容

答申期限
①の令和6年度に実施可能な対応 R.5.10.31まで
①の令和7年度以降実施可能な対応 R7.3.31まで
②の対応 R7.3.31まで



令和5年度
通学区域審議会

令和6年度
通学区域審議会

黒内小学校部会での
協議対象

松並青葉地区
スクールバス導入による

通学区域変更
スクールバス導入による
特定地域選択制度

-

ひがし野一丁目 見送り 議論なし ○

ひがし野四丁目 見送り 議論なし ○

土塔本町 見送り 議論なし ○

土塔新山 見送り 議論なし ○

中央４丁目
共同住宅

守谷小学校区へ
通学区域変更

- -

新守谷駅周辺土地区
画整理事業予定地

御所ケ丘小学校区へ
通学区域変更

- -

大原地区 令和６年度に協議
御所ケ丘小学校区へ
通学区域変更

-

レクセルプラザ守谷 令和６年度に協議
守谷小学校区へ
通学区域変更

-

さつき台地区 令和６年度に協議
松ケ丘小学校区へ
通学区域変更

-

原本町地区 令和６年度に協議 継続協議 ○














